
記 者 発 表 資 料
侵⾷対策による効果・影響の年次評価について検討を⾏います

〜第１９回宮崎海岸侵⾷対策検討委員会を開催します〜

宮崎海岸の侵⾷対策については、宮崎海岸侵⾷対策検討委員会、同技術分科
会、同効果検証分科会、宮崎市⺠談義所等における、専⾨家、市⺠等の意⾒を
踏まえ対策を進めています（別紙①参照）。
第１９回宮崎海岸侵⾷対策検討委員会では、第９回効果検証分科会（11⽉1

８⽇書⾯開催）にて検証を⾏った「侵⾷対策による効果・影響の年次評価
（案）」や「令和２年度後期以降の調査実施計画（案）」について検討を⾏う
とともに、今後の事業の進め⽅等について意⾒交換を⾏う予定です。

【第１９回 宮崎海岸侵⾷対策検討委員会】
○⽇ 時：令和２年１２⽉１８⽇（⾦）１３：００〜１５：００
○場 所：宮崎市⺠プラザ４階ギャラリー（宮崎市橘通⻄１丁⽬１番２号：別紙②参照）
○内 容：侵⾷対策による効果・影響の年次評価（案）と今後の調査計画等
○会議の公開について
⼀般の⽅に公開します。⼀般傍聴者は、先着順による事前申し込み１４名までとさせて頂きます。
（別添の傍聴申込フォームに必要事項をご記⼊の上、ファックスまたは電話にてお申し込み下さい）
駐⾞場に限りがございますので、できるだけ公共交通機関をご利⽤下さい。
○新型コロナウイルス感染予防対策を実施致します。実施内容につきましては、別紙③を参照下さい。

【参考①】
過去の宮崎海岸侵⾷対策検討委員会、技術分科会、効果検証分科会の資料等は、下記宮崎河川国道事務所のホームペー
ジをご確認ください。

http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/sskondan/documents/
【参考②】
「宮崎海岸の侵⾷対策」とは？

３つの柱からなるプロジェクトです。これまでに失われた宮崎海岸（宮崎港北端〜⼀ツ瀬川河⼝間）の砂浜を回復・
維持するために、①養浜等を実施し、②突堤を整備します。また、砂丘が海岸に⾯しているため急激な侵⾷の危険性
がある区域（⼤炊⽥海岸の⼀部、住吉海岸の⼀部）においては、浜崖頂部⾼の低下を防ぐために、③埋設護岸を整備
します。

報道機関の皆様へ
○当⽇取材をご希望の場合は、１２⽉１５⽇（⽕）１７時までに、下記問い合わせ先まで、ご連絡をお願いします。
○議事途中での撮影は、議事進⾏の妨げにならないようにお願いします。
○議事途中での質問等はご遠慮ください。なお、会議終了後に取材対応の時間を設けますので、質問等はその際にお願いします。

発表記者クラブ

宮崎県政記者クラブ・宮崎市政記者クラブ

問い合わせ先
国⼟交通省 九州地⽅整備局 宮崎河川国道事務所

Tel：０９８５−２４−８２２１（代表）
○副所⻑（河川担当） 岩﨑 征弘 ○海岸課⻑ 東 和彦

令 和 ２ 年 １ ２ ⽉ ９ ⽇

県 ⼟ 整 備 部 河 川 課
宮 崎 県
九州地⽅整備局宮崎河川国道事務所
国⼟交通省



年次評価を検討する手順と市民談義所・分科会・委員会の役割
別 紙 ①

第19回宮崎海岸侵食対策検討委員会
・侵食対策による効果・影響の年次評価（案）及び今後の調査計画（案）について
・令和２年度実施工事及び今後の予定

市民談義所は、調査及び工事に関する談義を
行い、事業主体に意見・要望を伝える。

事業主体は、調査結果及び談義を踏まえ、
年次評価（素案）を作成する。

効果検証分科会は、事業主体が作成した年次評
価（素案）を検討し、年次評価（案）を作成し、委員
会に報告する。

委員会は、効果検証分科会が作成した年次評価
（案）を検討し、最終的な年次評価を行う。

技術分科会は、必要に応じて、対策の修正、見
直しを検討する。

※必要に応じて、

対策の修正、

見直しを検討

市民談義所

※意見・要望
年次評価票
（素案）

年次評価票
（案）

年次評価票

（11月18日書面開催）

（前回：7月25日開催）
希望者全員に資料を送付し、発言
の意思のある方にQ&A形式の意見
提出用紙にて参加・発言いただいた。

（12月18日開催）

効果検証分科会

侵食対策検討委員会

事業主体

技術分科会



宮崎市⺠プラザ（４階ギャラリー）

宮崎市役所

別 紙②

○第１９回
宮崎海岸侵⾷対策検討委員会

⽇時︓令和２年１２⽉１８⽇（⾦）
１３︓００〜１５︓００

場所︓宮崎市⺠プラザ４階ギャラリー
宮崎市橘通⻄１丁⽬１番２号

国⼟交通省
宮崎河川国道事務所

宮崎市役所

宮崎県庁
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  メールアドレス ：

 〒　　　　－

  ＴＥＬ ：

  ＦＡＸ ：

  メールアドレス ：

※ファックス送信先：0985-62-7051（宮崎海岸出張所：電話0985-69-3692）
※個人情報保護について

今回御記入いただいた個人情報は、宮崎海岸市民談義所の御案内以外に使用されることはございません。

また、本人の承諾を得ることなく第三者に提供することはございません。
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締切：１２月１５日（火）１７時 FAX：0985-62-7051



委員会開催におけるコロナ感染症対策について
別 紙 ③－１

■開催前の対策
○三密を回避するために、広い会場で開催します。

宮崎市民プラザ ギャラリー(573m2)：通常定員240名(コロナ禍の定員120名)に対して、参加者80名程度

○委員会の開催・延期等の判断は、事務局が、感染拡大に関する情報等を適切に収集し、開催・延期等を
判断します。

○参加者(委員，一般傍聴者，報道関係者，運営関係者)の連絡先等の個人情報を収集します。

○参加者に対して、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）、宮崎市コロナ通知システム（CoNTo）の
活用を促します（別紙③－２）。

■開催中の対策
○参加者の健康状態等を確認します（別紙③－２）。

○受付はフロアマーカーにより１ｍ以上の距離を確保します。

○受付時には、マスク着用の確認、検温を行うとともに、咳エチケット、手洗い・手指の消毒を促します。

○座席は2m以上の離隔を確保（または仕切り版の設置）します。

○換気のためドアーは常時開放します。

■開催後の対策
○感染が疑われる参加者が発生した場合、保健所等の公的機関による聞き取りに協力し、必要な情報提供

を行います。

○個人情報の保護の観点から、参加者名簿等の保管には十分な対策を講じます。なお、名簿の保管につい
ては、1 か月とします。そののち、速やかに廃棄します。



第 19 回 宮崎海岸侵食対策検討委員会 傍聴に伴う確認・同意書 

宮崎河川国道事務所・宮崎県 

会議の傍聴をご希望の方は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から以下につきまして、ご

確認・ご同意いただき、当日ご記入・ご持参の上、受付時にご提出下さい。当日ご提出頂けない場

合は、入室をお断りさせて頂く場合がございます。 

安全かつ円滑に委員会が開催できるよう、ご理解・ご協力のほど宜しくお願い致します。 

【感染拡大防止のため、以下の設問にお答えください】 

※未記入またはご回答の内容によっては、入室をお断りさせて頂く場合があります。

問１：本日、息苦しさ、強いだるさ、高熱等の症状のいずれかがありますか ○ない ○ある

問２：過去 14 日以内(12 月 3 日(木)以降)に、感染が継続拡大している国・地域への訪問歴があり

ますか   ○ない ○ある（国・地域名：                 ） 

問３：過去 14 日以内(12 月 3 日(木)以降)に、新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者であること

が判明しましたか   ○濃厚接触者とはなっていない ○濃厚接触者となった 

問４：過去 14 日以内(12 月 3 日(木)以降)に、入国制限等のある国・地域からの渡航者・在住者と

の濃厚接触がありましたか   ○ない  ○ある（国・地域名：            ） 

【ご協力のお願い】 

※陽性者との接触情報が提供される新型コロナ接触確認アプリ（COCOA）、迅速に連絡が可能な
宮崎市コロナ通知システム（CoNTo）の活用にご協力をお願いします。

※QR コードは会場内にも掲示しています

【安全かつ円滑な開催のため、以下にご同意ください】 

※ご同意いただけない場合は入室をお断りさせて頂く場合があります。

◆会場内およびその周囲ではマスクを着用し、咳エチケット、手洗い・手指の消毒を励行します。

◆会場内およびその周囲では会話は極力控えます。

◆会場では感染拡大防止に関するスタッフの指示に従います。

◆本紙に記載した個人情報等について、感染拡大防止のため保健所等公的機関へ情報提供するこ

とを認めます。

上記に同意します。

署名

別紙③－２ 

当日会場に掲示します 

来場時にご登録下さい 

COCOCA：厚生労働省が提供。新型コロナウイルス感染症

の陽性者と接触した可能性について通知を行う

アプリです。

C o N T O：宮崎市が提供。同日・同一施設を利用した方の
中から新型コロナウイルス感染症患者が確認さ

れた場合、接触の可能性がある方に対し、宮崎市

から E メールでお知らせするシステムです。 

当日ご自宅で記入・会場までご持参下さい 

CoNTO COCOA 
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